
廃止

指定給水装置工事事業者休止届出書

再開

広島市水道事業管理者 様 

令和  年  月  日 

届出者 

廃止 

水道法第２５条の７の規定に基づき、給水装置工事の事業の休止の届出をします。 

再開 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

氏名又は名称 

住所 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

代表者の氏名 

（廃止・休止・再開）

の年月日 

（廃止・休止・再開）

の理由 



株式会社 広島設備 

広島市中区基町9番32号 

代表取締役 広島 太郎 

　　　元　　５　　1

届出年月日 

（廃止の日から

30日以内） 

記 入 例 

ｶ) ﾋﾛｼﾏｾﾂﾋﾞ 

株式会社 広島設備 

広島市中区基町9番３２号 

ﾋﾛｼﾏ ﾀﾛｳ 

広島 太郎 

平成31年　4月30日

廃業のため 

広島市水道事業管理者様 



株式会社 広島設備 

広島市中区基町9番32号 

代表取締役 広島 太郎 

届出年月日 

（休止の日から

30日以内） 

記 入 例 

ｶ) ﾋﾛｼﾏｾﾂﾋﾞ 

株式会社 広島設備 

広島市中区基町9番３２号 

ﾋﾛｼﾏ ﾀﾛｳ 

広島 太郎 

平 成 3 1 年 　 4 月 3 0 日 

主任技術者不在のため 

広島市水道事業管理者様 

　　　元　　５　　1



株式会社 広島設備 

広島市中区基町9番32号 

代表取締役 広島 太郎 

届出年月日 

（再開の日から

10日以内） 

記 入 例 

ｶ) ﾋﾛｼﾏｾﾂﾋﾞ 

株式会社 広島設備 

広島市中区基町9番３２号 

ﾋﾛｼﾏ ﾀﾛｳ 

広島 太郎 

平 成 3 1 年 　 4 月 3 0 日 

主任技術者を選任したため 

広島市水道事業管理者様 

　　　元　　５　　1




